
各種申請の流れ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

＊書類判定：児童相談所では書類判定は実施していません。面接判定のみです。 
      １８歳以上の方については、お住まいの市役所・町村役場の窓口で書類

判定のご希望をお聞きしますが、障害者相談センターで検討の結果、来

所面接をお願いする場合もありますので、ご了解ください。 

お住まいの市役所・町村役場の窓口

 

 

記載事項変更 
 
手帳の記載は窓

口で訂正。記載事

項変更届（窓口に

備え付け）を提出

児童相談所 もしくは 障害者相談センター 

再交付 
窓口で必要書類

を提出するのみ 

新規 
（初めて療育手

帳を取得する方） 
 
・現況確認 
・知能検査 
・医学診断 

再判定 
（18 歳までは面

接判定、18 歳以降

については一度障

害者相談センター

で面接判定を実施

している場合は書

類判定の希望が可

能） 
 
・現況確認 
・知能検査 

転入 
（他県市の療育手

帳をお持ちの場合

は前回の判定資料

を利用しての書類

判定をする場合も

ありますが、資料

が古い場合は面接

判定を実施するこ

とがあります） 
 
・現況確認 
・知能検査 


